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          スタート 
 要件①対価の種類が議決権のある株式であること 

・ 単一の取引で行われるか一事業年度内に完了 
・ 議決権行使の制限なし 
・ 対価が確定 
・ 交付株式の償還・再取得予定なし 
・ 交換を無効にする財務契約なし 
・ 結合目的の自己株式取得なし 

（基準注解（注２）参照） 
 
 
 
 
 
 
 
共同支配企業の形成の判定 
判定対象が共同支配企業の形成に該当するか否かを判定しよう

とする場合には、議決権比率の判定をスキップして、議決権比率

以外の要件による判定に移る。 
 

要件① 
対価の種類 
 
 
 
 
       対価の種類が議決権の     no 
       ある株式であるか？          取 得 
 
 
 
       yes 
 
 
 
共同支配企業 
の形成の判定 
                       yes 
        共同支配企業の形成 
        の判定を行うか？ 
 
   
 

     no 
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要件②議決権比率が等しいこと 
・ 議決権比率が 50:50±概ね５以内 

（基準注解（注３）参照） 
 
 
 
 
 
 
 
要件③議決権比率以外の支配関係を示す一定の事実が存在しな

いこと 
・ 役員関係 
・ 重要な契約関係 
・ 事業の処分予定関係 
・ プレミアム関係 

（基準注解（注４）参照） 

要件② 
議決権比率による 
判定 
       結合後の議決権比率が     no    
      ５０：５０±概ね５以内か？       取 得 
 
       yes 
 
 
 
要件③ 
議決権比率以外の 
要件による判定 
       意思決定機関や財務面で     yes    
       支配関係が認められるか？       取 得 
 
       no 
 
 
 
          持分の結合 

(すべての結合当事企業の持分は継続） 
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